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令和８年2月１０日
＜自治区名＞自治区長　様
まちと川を美しくする会　会長　高村　伸一

地域交流課長　杉浦　智文　

令和８年度 環境美化活動実施予定について（照会）

　　区長会で組織している「まちと川を美しくする会」による環境美化活動について、令和８年度の実施の有無と市によるごみ収集運搬支援の要否等について確認しますので、下記のとおり書類を御提出ください。

記

	１ 提出書類
	（１）令和８年度 環境美化活動実施計画書（全自治区：青色）
（２）ごみの集積場所を明記した地図（市にごみの収集運搬を依頼する自治区のみ：同封した黄紙の地図又は新規作成した地図）


	２ 提出期限
	令和８年２月２７日（金）


	３ 提出方法   
	次の（１）～（３）いずれかの方法で提出してください。
（１）Kintoneの回答システム
（２）各支所又は地域交流課に持参
（３）地域交流課へFAX、メール



	４ 留意事項
	渡刈クリーンセンターのみ特別開場を行います。各自治区の環境美化実施日の参考としてください。
渡刈クリーンセンターの令和８年度特別開場日
　春：６月１４日（日）　秋：９月２７日（日）
※土・日曜日は、ごみ処理施設は閉鎖しています（特別開場日（6/14，9/27）の渡刈クリーンセンターを除く）。
※特別開場日に環境美化活動を実施する場合でも、市によるごみの収集運搬は翌日以降になることがありますのでご了承ください。


	5 そ の 他
	市のごみ収集運搬支援については、裏面をお読みください。
区長が交代する場合は、次の区長へ必ず引き継いでください。


【問合せ先】

豊田市地域交流課　戸澤、前田
電話：３４-６６２９　FAX：３５-４７４５

メール chiikikouryu@city.toyota.aichi.jp

　環境美化　ごみの収集運搬支援 概要
１ 収集運搬支援の流れ

（１）収集運搬支援の要否を確認（今回の照会）【２月】

（２）自治区からの依頼に基づき、市が収集運搬業者と委託契約を締結【４月】

（３）収集運搬支援を「依頼する」と回答した自治区へ、担当業者をお知らせ【５月上旬】

（４）担当業者から自治区へ事前確認の連絡（①作業日程 ②集積場所 を調整）

（５）環境美化活動実施後に、指定された集積場所のごみを担当業者が回収

２ ごみの集積場所

（１）通常のごみステーションを集積場所に指定しないようにお願いします。

※やむを得ず、通常のごみステーションと同じ場所を指定する場合は、家庭ごみと見分けがつくように、ごみ袋に「環境美化用」とマジックなどで記入してください。なお、家庭ごみの収集日までに環境美化のごみを収集するお約束はできません。
（２）集積箇所数は、必要最低限にしてください。
（３）ごみ収集車が乗入れできない狭い場所は、指定できませんのでご注意ください。
３ 収集できないごみ
（１）区民会館や家庭から発生したごみ、フェンス等で囲まれている社宅内のごみ

（２）各自治区が指定する環境美化活動日以外のごみ

（３）あらかじめ指定された集積場所ではない場所に置かれたごみ

（４）分別がされていないごみ
　　※分別方法は令和８年５月区長便でお知らせしますのでご確認ください。

４ 注意事項

（１）収集運搬支援ができる期間は、以下のとおりです。

春：５月～７月　　秋：８月～１１月

（２）「環境美化活動実施計画書」の提出期限（2/27）を過ぎてからの収集運搬支援の依頼及び集積場所の追加・変更はできません。
（３）収集運搬支援を依頼される場合は「環境美化活動実施計画書」の『□依頼する』にチェックを入れてください。
５　Kintoneについて

このシステムから提出していただければ、紙の報告書の提出は不要です。
【Kintone回答システムリンク】
https://409be838.form.kintoneapp.com/public/b61dc6d2ab14e3cd71018f6f873e622bbefb015f0eea16d08c5076007c9ea6e0
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【Kintone回答システム二次元コード】

書類①　提出期限 ２/２７（金）
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